
9

【入所の要件】
町内の小学１年生～３年生で、次の❶
または❷のいずれかに当てはまり、放
課後の監護ができない世帯の児童が入
所できます。
❶両親が共働きで、放課後帰宅しても
監護することができない世帯
❷保護者が就労や病気などで放課後帰
宅しても監護することができないひ
とり親世帯
※保護者が求職中・育休中の場合や、
同居家族が監護できる場合は対象に
なりません。
※心身に障害があり、集団生活が困難
な場合は入所できません。

【入所期間】
４月１日～翌年３月31日までの１年間
※日曜および祝日、盆、年末年始など

は除く。
※原則として年度途中の退所はできま
せん。

【実施時間】
授業のある日→授業終了時～ 18:00
授業のない日→ 8:00～ 18:00
【利用者負担金】
傷害保険料（１人／年）→ 3,000 円
負担金（１人／月）→ 3,500 円＋実費徴
収分
※おやつ代、教材費、保護者会費、特
別会費などを含めた「実費徴収分」は、
クラブごとに金額が異なります。詳
しくはご希望の学童クラブまでお問
い合わせください。
※月々の負担金は、学童クラブを運営
していくための大切な財源です。毎
月きちんと納入してください。

みんなで過ごす「遊び」と「学び」の放課後学童クラブ

【受付期間】
２月１日㊊ ～２月26日㊎
※期間内に申請された人の審査結果は、３月末までに郵送でお知らせする予定
です。

【受付場所】
・学童クラブ
・児童センター
・役場　本庁・支所の学童クラブ担当課
【必要な物】
①入所申請書
②監護に欠ける状況を証明するもの
（就労を理由とする場合は雇用証明書）
③届出事項
④誓約書
⑤傷害保険料3000円（年額） 
※申請書は右記の「受付場所」で配布します。
※必要書類をすべてそろえてからお申し込みください。必要書類がそろわない
ものは、希望入会日の審査対象になりません。

５月以降、人数に余裕がある学童クラブは随時募集を行います。入所日は原則１日付
けで、月途中の入所はできません。入所希望月の前月20日までにお申し込みください。
在籍状況については役場窓口でお知らせしています。

【募集人員】
満２歳になり次第入園できます。途中入
園も可能です。
２歳児→ 40人（H19.４.２～H20.４.１生）
３歳児→ 60人（H18.４.２～H19.4.１生）
４歳児→若干名（H17.４.２～H18.4.１生）
５歳児→若干名（H16.４.２～H17.4.１生）
【入園料・保育料】
入園料 → 28,000円（施設料込）
保育料 → 毎月16,500円（維持費込）、
第二子は毎月12,500円（維持費込）、

第三子は毎月無料（ただし、当園に３人
通園しているかたに限る）
【給食】
給食は㊊㊋㊌㊎の週４回で、費用は１食
300円。※毎週㊍は弁当の日です。
【補助金】
福岡県からの入園料補助金 → 5,000円
（新入園児のみ）
福岡県からの教材費補助金 → 8,000円
（全園児）
福智町から支給される私立幼稚園就園奨

励費補助金 → 家庭の町民税額に
応じて支給が決定します。
【延長保育】
預かり時間→ 7:40～18:00
料金
→㊊～㊎ の平日　200円+おやつ代
100円
→㊏・夏休み・冬休み・春休み 　400
円+おやつ代100円
※夏休み・冬休み・
　春休みは給食あり。

福智町には7つの
学童クラブがあります

【入所後のお願い】
町内の学童クラブは、学童クラブを利
用する保護者が中心となって運営され
ています。「定例会」は指導員から子ど
もたちの様子を聞きながら意見を出し
合う場です。保護者のかたのご参加を
お願いします。

【入所（園）受付】
４月継続・新規入所（園）希望のかた
※期限内に申し込みがない場合は４月入
所できなくなります。
①受付期間
　１月26日㊋～２月26日㊎
②受付場所
　第１希望の保育所（園）または役場本庁・
赤池支所・方城支所の保育所担当課
【申し込みに必要なもの】
申請先は第１希望の保育所（園）または
保育所担当課です。
①保育所入所申込書一式→保育所担当
課または保育所（園）にあります。なお、
入所申込の封筒にない保育に欠ける理
由書の様式などについては、ご足労で
すが居住地区の保育所担当課または保
育所で申し出て、もらってください。
②所得税額等の調査に関する同意書（申
込書中に自署名記載欄があります）

③入所希望年度の前年分の源泉徴収票
または確定申告書（控）および所得課
税証明書等
④印鑑
※仕事による保育希望の場合は就労・内
職証明書を、病気・妊娠・出産等によ
る保育希望の場合は、診断書または母
子手帳等（状況のわかるもの）を添付
してください。

【対象者】
保護者が次のいずれかに該当し、かつ同居
の親族その他の方が児童を保育すること
ができないと認められる就学前児童です。
①居宅外で労働を常態としている。
②居宅内で当該児童と離れて日常の家
事以外の労働をすることを常態として
いる。
③妊娠中であるか、または出産後間もな

　い（最長、産前産後各８週間）
④疾病もしくは負傷しているか、または
精神や身体に障害がある。
⑤長期にわたり疾病の状態にあるか、
または精神や身体に障害のある同居の親
族を常時介護している。
⑥災害の復旧にあたっている。
⑦前号のいずれかに類する状態で町長
が認めた場合。
※不備がある場合は受付受理とせず書類
等を保護者へ一度お返しします。その
場合は、必要書類をそろえたうえ、再
度提出してください。
※保育料の滞納がある人も受付受理でき
ませんのでご了承ください。
※保育料はお子さんの年齢と保護者の所
得税によって決定します。

▶神崎保育所（神崎・公立）☎ 22-3399　▶金田保育園（金田・私立）☎ 22-0435　▶宝見保育園（金田・私
立）☎ 22-4435　▶そよ風保育園（金田・私立）☎ 22-3653　▶中央保育所（伊方・公立）☎ 22-0450
▶第一保育所（弁城・公立）☎ 22-4476　▶ぎんなん保育園（伊方・私立）☎ 22-0253　▶すずらん
保育所（伊方・私立）☎ 22-5177　▶上野保育所（上野・私立）☎ 28-2244　▶市場保育所（市場・私
立）☎ 28-2635　▶赤池保育所（赤池・私立）☎ 28-2257　▶中尾保育所（赤池・私立）☎ 28-3073

保育所（園）は、保護者が勤めに出ていたり、病気にかかっているなどの理由で家庭で保育ができないときに、保護者
にかわって保育することを目的とした児童福祉施設です。町内には次の認可保育所（園）があります。

問福智町役場 福祉課福祉係  ☎ 22-7763

福智町内の保育所（園）入所・入園ご案内

問ひらばる幼稚園 ☎22-5622

ひらばる幼稚園
園児募集中 豊かな心を育てる教育を目指すひらばる幼稚園

は、環境や設備に恵まれた町内唯一の幼稚園です。

保育所の根拠法令は児童福祉法で所管は厚生労働省「保護者の委託を受けて、保育に欠
けるその乳児または幼児を保育すること」を目的としています。幼稚園の根拠法令は学
校教育法で所管は文部科学省「幼児の心身の発達を助長すること」を目的としています。
保育園と幼稚園とでは設立の目的をはじめ、受け入れ対象の年齢や保育時間、料金など
が異なります。ご家庭のニーズに合わせてお選びください。
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学童クラブ

問福智町児童センター  ☎ 22-7403

子どもたちが毎日の放課後を豊かに過ごすためには、「遊び」「学び」「交流」のバランスが大切です。学童クラブは、共
働きなどで両親が昼間家にいない児童の、安全で安心な放課後の居場所。常勤の指導員がさまざまな遊びをとおして、
お子さんの健やかな成長を援助します。

福智町市場334（小学校敷地内）
☎28-2999

市場小学校学童クラブ

弁城小学校学童クラブ
福智町弁城1936（小学校内）
☎22-4788

福智町伊方3922（小学校内）
☎22-6743

伊方小学校学童クラブ

福智町金田962（小学校内）
☎22-0171

金田小学校学童クラブ

福智町伊方4448（保育所敷地内）
☎22-5177

すずらん学童クラブ

福智町金田273（保育園内）
☎22-3653

そよ風学童クラブ

福智町上野2622（小学校内）
☎080-6443-5695

上野小学校学童クラブ

学童クラブ４月一斉受付 ２月１日㊊ ～２月26日㊎

１月26日㊋ ～２月26日㊎


